
●料金改定の適用時期について

奇数月検針の場合  （例）奇数月の10日が検針定例日
年月 令和８年２月 令和８年３月 令和８年４月 令和８年５月 令和８年６月 令和８年７月 令和８年８月

検針

支払い

偶数月検針の場合  （例）偶数月の10日が検針定例日
年月 令和８年２月 令和８年３月 令和８年４月 令和８年５月 令和８年６月 令和８年７月 令和８年８月 令和８年９月

検針

支払い

新料金は令和８年４月１日から施行となりますが、例のとおり令和８年７月、または令和８年８月
にお支払いいただく水道料金から新料金を適用となります。
※始点の検針及び終点の検針の両方が令和８年４月以降となる場合、新料金が適用されます。
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